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「国の研究開発評価に関する大綱的指針」の改正に伴う 

評価実施内容の変更について 

 

研 究 評 価 広 報 部 

平成 21 年 2 月 18 日 
 

１．経緯 

平成１８年 ３月 第３期科学技術基本計画 閣議決定 

平成１８年 ４月 総合科学技術会議評価専門調査会において評価システム改革に関する

加速化方策の議論を開始 

平成１９年 ６月 総合科学技術会議評価専門調査会においてＮＥＤＯから技術評価につい

て説明（ＭＥＸＴ、ＭＥＴＩ、ＪＳＴ、ＡＩＳＴもそれぞれ説明） 

平成２０年１０月 国の研究開発評価に関する大綱的指針改正 内閣総理大臣決定 

 

２．ＮＥＤＯの評価実施内容の変更にかかる大綱的指針の改正の主なポイント 

終了時の評価の実施時期 

終了時の評価は、その後の発展が見込まれる優れた研究開発成果を切れ目なく次につ

なげていくために、研究開発課題が終了する前の適切な時期に実施する。 

 

３．今後のＮＥＤＯの対応について 

ＮＥＤＯでは大綱的指針を踏まえ、別紙（参考資料）の通り評価を実施する。 

 

第 20 回研究評価委員会 
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